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１ 運送業における未払い残業代請求の急増 

あまり報道されておりませんが、運送業に

おける未払い残業代請求トラブルは増え続

けており、裁判所の未払い残業代訴訟や労働

審判のうち、運送業の案件がかなりの割合を

占めていると思われます。 

弊事務所でも運送業の未払い残業代請求

トラブル（交渉を含む）を常時１０件以上受

任しております。 

訴訟・労働審判では、①労働時間が長い②

時間に対して賃金を支払う事例が業界で少

ない③就業規則・賃金規定が整備されていな

いことから、敗訴前提の和解をすることが多

く、企業は事案によっては多額の金銭を支払

っております。 

 

２ 画期的なF運輸事件判決 

最近、画期的なF運輸事件判決（東京高裁

平成２７年１２月２４日判決）が出ました。 

未払い残業代訴訟で、かつ高裁段階で、会

社が全面勝訴をした裁判例です。未払い残業

代請求訴訟で未払い残業代請求が認められ

ず、会社が全面勝訴すること自体極めて珍し

い事です。 

紙面の都合上、全てを御紹介することはで

きないのですが、最大の争点である、「各種割

増手当」という手当が割増賃金として認めら

れるかという点についてご紹介します。 

F 運輸は、規程において「各種割増手当は

コースによって定額に支給される手当であ

り、各種割増手当と加算手当の合計額は、前

項の算式により算出した割増賃金以上の額

とする。金額は「賃金体系説明書」にて定め

る」と定めて、毎月金額は変動するものの１

０万円以上を支払っておりました。 

この手当については、仮に私が従業員側の

代理人弁護士であれば、以下のような問題点

を挙げると思います。①そもそもコースによ

って定額に支給している手当を割増賃金と

して支払うことはできないのではないか？

②変動性の手当とはいえ、月によって残業時

間に換算すると１００時間を超える金額に

なるが、このような長時間労働を前提とした

手当は割増賃金として認められないのでは

ないか？③時間外割増賃金、法定休日割増賃

金、深夜割増賃金を区分せずに支払う支払い

方法で問題はないのか？ 

実は、この点については、裁判所は直接判

断せず、以下の理由から「各種割増手当」は

労基法３７条には違反せず、割増賃金として

認められると判断しました。 

「各種割増手当は（筆者注 運行コースごと

にその走行距離等の内容に応じて支払って

いるので）同手当の支給は、控訴人が主張す

るような固定割増賃金を支払うものには当

たらないというべきである」 

「同手当の支給額の決定方法は、上記の賃金

規程の定めに照らすと、労基法３７条に規定
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する割増賃金の算定方法と軌を一にするも

のであるということができ、また、その算定

方法によって算定される額を超える金額を

支給するものであるから、そのような金額の

同手当を支給するとしていることが直ちに

同条の趣旨に反するものということはでき

ない」 

「控訴人の上記主張のうち、被控訴人の賃金

体系が基本給及び歩合給の合計額よりも各

種割増手当及び加算手当の合計額の方が大

きいものであることを理由として合理性を

欠くという主張及び被控訴人の賃金体系が

１００時間以上の時間外労働を恒常化させ

るものであることを理由として被控訴人の

賃金体系が労基法３７条の趣旨に反すると

いう主張については、割増賃金に関する規定

以外の労基法の規定や他の労働関係法令と

の関係で問題となり得る可能性があること

はともかく、一審原告が支払を受けていない

割増賃金があるかどうかの判断に直接影響

を及ぼす主張ではない」 

 

３ なぜ会社は勝訴したか？ 

会社が勝訴をしたのは、規程・制度が整備

されていたことも理由になりますが、裁判所

が、会社が真摯に労働時間管理に取り組んで

いたことを重視したためだと思います。 

F 運輸は、毎月、従業員に一日毎の実際の

始業時刻・終業時刻、一ヶ月の時間外労働時

間数・深夜労働時間数・法定休日労働時間数

を明示し（表にしています）、かつ労基法に従

って割増賃金を算出し、その割増賃金と各種

割増手当と明確に比較した通知書を作成し、

従業員に配っていました。従業員からすると、

自分がどのくらい働いて、どのような計算で

どのくらいの賃金をもらえるのかが明確に

なっておりました。このような会社の取組み

を裁判所は評価したものと思われます。 

裁判所は、労働裁判において、規程や制度

よりも会社の姿勢を重視します。規程や制度

を変えても会社の姿勢が変わらない場合、労

働訴訟においてなかなか会社の思うような

結果は出ません。 

一方、真面目に労働法を順守する姿勢がみ

られれば会社の主張が通る可能性がありま

す。 

本件の高裁の裁判長は以前東京地裁労働

部の部総括裁判官（法廷の三名の裁判官の内

真ん中に座っている方）を務めていた方です。   

本件は典型的な定額残業代の事案ではあ

りませんが、現在の定額残業代に対する逆風

をあえて知った上で、真面目に取り組む会社

の裁量を一定程度認める判決を出したもの

と思えます。 

現在、運送業の未払い残業代裁判の中には

運送業いじめと呼ぶことが可能なのではな

いかと思われる案件も一部あります。その中

で、会社側にとって、久しぶりに励みになる

裁判例が出ました。 
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